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○川越市グリーンツーリズム拠点施設条例施行規則 

令和４年10月28日 

規則第50号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川越市グリーンツーリズム拠点施設条例（令和４年条例第14号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（休館日） 

第２条 川越市グリーンツーリズム拠点施設（以下「拠点施設」という。）（地産地消推進

施設を除く。）の休館日は、火曜日（その日の前日又はその日が国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）第３条に規定する休日（以下この条において「休日」という。）

に当たるときは、その日後の直近の休日以外の日）とする。ただし、市長は、管理上必要

があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 

（令７規則56・一部改正） 

（利用時間） 

第３条 拠点施設の利用時間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める時

間とする。 

(1) 農業ふれあいセンター 午前９時から午後９時まで 

(2) 体験農園 午前９時から午後５時まで 

(3) 市民農園 日の出から日没まで 

(4) 緑地広場（条例第５条第１項各号に掲げる行為をする場合に限る。） 午前９時か

ら午後９時まで 

(5) 大屋根広場 午前10時から午後９時まで 

(6) キャンプスペース 次に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ次に定める時間 

ア 宿泊 正午から翌日の午前10時まで 

イ 日帰り 午前10時から午後８時まで 

２ 条例別表第２に掲げる農業ふれあいセンターの設備の利用時間は、午前９時から午後９

時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更する

ことができる。 

（令７規則56・一部改正） 

（農業ふれあいセンター施設の使用料等の利用時間の区分） 
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第４条 農業ふれあいセンターの施設の利用に係る使用料のうち１時間又は２時間を単位

として算出するものの１回当たりの利用時間の区分は、次の表の左欄に掲げる時間区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める利用時間とする。 

時間区分 利用時間 

午前 午前9時から正午まで 

午後1 午後1時から午後3時まで 

午後2 午後3時15分から午後5時15分まで 

夜間 午後5時30分から午後9時まで 

午前・午後 午前9時から午後5時まで 

午後・夜間 午後1時から午後9時まで 

1日 午前9時から午後9時まで 

２ キャンプスペースの日帰りのための利用に係る１回当たりの利用時間数は、５時間以内

とする。 

（令７規則56・一部改正） 

（行為の許可申請等） 

第５条 条例第５条第１項各号に掲げる行為の許可（第８条において「行為許可」という。）

を受けようとする者は、川越市グリーンツーリズム拠点施設行為許可申請書（様式第１号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書の提出は、当該行為を行おうとする日（第11条第２項において

「行為日」という。）の属する月の１月前の月の初日から当該行為を行う時までに行わな

ければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請について許可をしたときは、川越市グリーンツーリズ

ム拠点施設行為許可書兼領収書（様式第２号）を当該申請者に交付するものとする。 

（令７規則56・一部改正） 

（利用の許可申請等） 

第６条 条例第６条第１項の許可（次条第１項に規定する施設に係るものを除く。以下「利

用許可」という。）を受けようとする者は、農業ふれあいセンターの施設にあっては川越

市グリーンツーリズム拠点施設利用許可申請書（農業ふれあいセンター施設用）（様式第

３号）を、大屋根広場にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用許可申請書（大

屋根広場用）（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書の提出は、当該施設を利用しようとする日（第11条第２項にお
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いて「利用期日」という。）の属する月の１月前の月の初日から当該施設を利用する時ま

でに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限り

でない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請について許可をしたときは、農業ふれあいセンターの

施設にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用許可書兼領収書（農業ふれあいセ

ンター施設用）（様式第５号）を、大屋根広場にあっては川越市グリーンツーリズム拠点

施設利用許可書兼領収書（大屋根広場用）（様式第６号）を当該申請者に交付するものと

する。 

（令７規則56・一部改正） 

（個人利用の許可申請等） 

第７条 農業ふれあいセンターの施設のうち、農産加工室又は多目的ホールを個人で利用し

ようとする者は、利用しようとする日に口頭により利用の許可の申請をしなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、川越市グリーンツーリズム

拠点施設個人利用券（様式第７号）を当該申請者に交付するものとする。 

（行為許可に係る変更の許可申請等） 

第８条 行為許可を受けた者は、当該行為許可を受けた事項を変更しようとするときは、川

越市グリーンツーリズム拠点施設行為変更許可申請書（様式第８号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請について許可をするときは、川越市グリーンツーリズム

拠点施設行為変更許可書兼領収書（様式第９号）を交付するものとする。 

（令７規則56・一部改正） 

（利用許可に係る変更の許可申請等） 

第９条 利用許可を受けた者は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、農

業ふれあいセンターの施設にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用変更許可

申請書（農業ふれあいセンター施設用）（様式第10号）を、大屋根広場にあっては川越

市グリーンツーリズム拠点施設利用変更許可申請書（大屋根広場用）（様式第11号）を

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請について許可をするときは、農業ふれあいセンターの施

設にあっては川越市グリーンツーリズム拠点施設利用変更許可書兼領収書（農業ふれあい

センター施設用）（様式第12号）を、大屋根広場にあっては川越市グリーンツーリズム
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拠点施設利用変更許可書兼領収書（大屋根広場用）（様式第13号）を交付するものとす

る。 

（令７規則56・一部改正） 

（市民農園の利用に係る使用料の納付の時期） 

第10条 市民農園に係る利用許可を受けた者は、条例第８条第１項ただし書の規定による

使用料を当該市民農園の利用を開始する日以後同日から起算して20日を経過する日まで

に納付しなければならない。 

（令７規則56・追加） 

（使用料の還付の額等） 

第11条 条例第９条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 条例第９条第１号及び第２号の場合 全額 

(2) 条例第９条第３号の場合 半額 

２ 条例第９条第３号の規則で定める期日は、行為日又は利用期日の５日前の日とする。た

だし、大屋根広場の利用許可に係る取消しの申出については、利用期日とする。 

３ 第１項の規定による還付の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるもの

とする。 

（令７規則56・旧第10条繰下・一部改正） 

（指定管理者の指定の申請） 

第12条 条例第16条第１項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市グリー

ンツーリズム拠点施設指定管理者指定申請書（様式第14号）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出することにより行わなければならない。 

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 

(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対

照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類 

(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類 

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

(5) 条例第15条第２項に規定する指定管理業務（次条第２号及び第14条において「指定

管理業務」という。）の実施に関する計画を記載した書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（令７規則13・追加、令７規則56・一部改正） 
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（指定管理者に係る告示） 

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するもの

とする。 

(1) 条例第16条第２項の規定により指定管理者（条例第15条第１項に規定する指定管理

者をいう。以下この条及び次条において同じ。）の指定をしたとき。 

(2) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定により指定管理者の

指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理

者に命じたとき。 

(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。 

（令７規則13・追加、令７規則56・一部改正） 

（指定管理者に係る読替え） 

第14条 条例第15条第１項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第

２条ただし書、第３条第３項、第５条、第６条、第７条第２項、第８条及び第９条の規定

の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。 

（令７規則13・追加、令７規則56・一部改正） 

（利用料金に係る読替え） 

第15条 条例第19条第１項の規定により同項に規定する利用料金を指定管理者の収入とし

て収受させる場合における第11条第１項及び第３項の規定の適用については、同条第１

項中「第９条ただし書の規定による使用料の還付」とあるのは「第19条第４項の規定に

より読み替えて適用する条例第９条ただし書の規定による利用料金の返還」と、同条第３

項中「還付」とあるのは「返還」とする。 

（令７規則13・追加、令７規則56・一部改正） 

（その他） 

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（令７規則13・旧第12条繰下） 

附 則 

１ この規則は、令和４年11月24日から施行する。 

２ 川越市農業ふれあいセンター条例施行規則（平成元年規則第32号）は、廃止する。 

附 則（令和７年３月25日規則第13号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年８月７日規則第56号） 
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この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

(1) 第５条第２項の改正規定（「第10条第２項」を「第11条第２項」に改める部分を除

く。）、第６条第２項の改正規定（「第10条第２項」を「第11条第２項」に改める部

分を除く。）並びに第８条第１項及び第９条第１項の改正規定 公布の日 

(2) 第３条第１項に１号を加える改正規定及び第４条に１項を加える改正規定 川越市

グリーンツーリズム拠点施設条例の一部を改正する条例（令和７年条例第15号）附則

第１項第２号に掲げる規定の施行の日 
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様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第８条関係） 

様式第10号（第９条関係） 

様式第11号（第９条関係） 

様式第12号（第９条関係） 

様式第13号（第９条関係） 

様式第14号（第12条関係） 

（令７規則13・追加、令７規則56・一部改正） 

 


